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本稿(八)迄 は、前稿 「研究 ノー ト(1)」 の(二)～(四)の 続 きである。その うち(五)～

(七)の 過半 は松崎巌 『北欧教育史』叙述の若干の要約 と検討、再構成であ り、先行業績の
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要点踏襲の重要性 を考え、敢 えて 「研究 ノー ト」 とす る次第である。(九)で は、主 として

ボ ンデ ヴィク中道右 派連立政権下での教育政策の大局的動 向を述べ る。

(五)地 方庶民学校 と都市庶民学校

1814年 以 降、庶民学校 が改善 されなければならないとい う要求が増大 した(注1)。 第

一段 階は、1827年 の地方庶民学校法lovav18270mallmueskolerpalandet(地 方における庶

民学校 に関す る1827年 の法律)作 りが先行 した。この法律 は、①常設の学校 が全ての主要

教会hovedkirke(注2)に なければな らず、かつ、②30人 以上の工場 または農場 になけれ

ばな らない と命 じた。③ さもなければ、小教区prestegjeldに 巡回学校omgangsskolerが なけ

ればな らないとした(注3)。

この法律 は、 さらに、④児童 は年に少 な くとも3ヶ 月(不 可能な場合2ヶ 月)の 授業 を

受 けること、⑤就学義務 は7歳 または8歳 か ら始 まり、通常、児童の堅信礼 まで とするこ

と、⑥学校 の教科 は、読み方、宗教(聖 書物語 を含 む)、 唱歌、書 き方、計算 とすること

を定 めた。⑦一般に牧師管 区が同時 に一学区 を構成 し、教 区牧師 を議長 とす る学校管理委

員会が設置 された。各学 区は地区distrikterに分け られ、 さ らにこれは分区roterに 分け られ、

通学区域 または巡回学校の 同時学習集団は分 区を単位 に編成 された(注4)。 ⑧ この法 は、

国家が各教区の庶民に学校 設置 と児童就学 の義務 を課 し、教育の義務 は教 区 と父兄の義務

としていたが国の義務 とい う視点はな く、実施のための財政的措置を欠いていた、 とい う

(注5)。

この地方庶民学校法実施 のための教員養成 と関連 して、1821年 に議会は国費 による師範

学校 の設立 を決定 していた。1826年 にTtondenesに 最初の師範学校が設立 された。以 降、

各監督管 区に師範学校 が設立 された。1869年 、各監督管区師範学校 に共通の規定が制定 さ

れ、師範学校の年限は2年 、各校 に教育実習校が付設 され、教育及び教授学oppdragelse-og

undervisningslaereが独立の教科 として教 え られることになった(注6)。

.,.年 には都市庶 民学校法Lovomall
umueskolev鵬enetiゆbstaedeneが 定め られた。 こ

の法律 は、①児童が最低 週2日 通学する こと、②就学義務は7歳 か ら堅信礼 まで とす るこ

と、③教科は、読み方及び読解練習、宗教及び聖書物語 ・聖書読解 ・詩篇暗諦、唱歌、書

き方、計算 とす るが、地域 の状況に応 じて正書法 と作文、女子 に手芸haandgjerning、 男子

に体操 を課す ことがで きるだけでな く、学校管理委員会に他 の教科 を導入す る権 限を認め

たので、多 くの都市では地理、歴史、理科 を教科 として採用 した。④授業時間 も次第に週

18-24時 間に拡大 した。⑤同時に教 え られ る児童の数は60人 を超 えてはならないとした。

都市の多 くの学校では学年毎の学級制 をとるようになった。⑥都市の学校管理委員会 は聖

職者代表、市参事会代表、市議会代表か らな り、教区牧師が議長 を務めることとした(注7)。
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:.1年 の地方庶 民学校法10vav16.mail8600mAlmueskolevaesenetpaaLandetは 、庶民

学校 を上級 と下級 の二段 階(hoyerealmueskoleとlaverealmueskole)に 分けた。下級庶民学

校 は小 地区krekets毎 に設け られ、少 な くとも30人 の児童が毎 日通学す ることがで きる場合

には常設校で なければな らない ことにな り、施行後2年 で863校 の巡 回学校 が常設校 に転

換 した。就学義務 は8歳 か ら堅信礼迄 とされた。授業期 間は分級学校(児 童が学級 または

段階に分かれて授業 を受ける学校)で は最低年9週 間、非分級学校では最低年12週 聞 と定

め られた。教科 は、読み方、宗教、地理 ・理科 ・歴 史に関す る文章の読み方、唱歌、書 き

方、計算であった。新 たに地理 ・理科 ・歴史に関する領域が加 えられたこ とが市民的教育

へ の重要 な一歩であった とい う。上級庶民学校 は、下級学校 の教育継続 とともに外国語等

の市民 的教科 の教育 も行い得ることになったが、実際には就学者が少な く、積極的 な役割

を果た しえなかったようである。 この法 には教員養成の規定 も加 えられていた(注8)。

(六)政 治的大転換 と国民学校

19世 紀半 ば、一院制の議会 において官僚中心の保守派に対 して、市民や農民の代表が進

歩派グループを結成 し、進歩派は次第 にその勢力 を伸長 して遂 に1884年 、「政治的大転換」

Detstorepolitiskegiennombruddを 成 し遂げ、ヨハ ン ・スヴェル ドル ップJohannSverdrupを

首班 とす る政権 を獲得 した(注9)。

同政権内閣が委員会 に付託 した報告 に基づ いて、議会は1889年 、地方における国民学校

に関す る法律(第1号)及 び都市 における国民学校 に関する法律(第2号)loveneav26.

juni1889(nr.1)omfolkeskolenpalandetog(nr.2)omfolkeskolenikjopstedeneを 制定 した。

これは、農村 と都市、それぞれの初等学校のための二つの法律である(注10)。

この二法律 は、数次の修正 を経 なが ら1936年 まで約50年 間適用 された。従前の 「庶民学

校」allmueskoleは 「国民学校」fblkeskoleと 呼 ばれるこ とになった。地方の国民学校 は、7

歳か ら14歳 迄 の7年 制 となった。1学 級は通常35人 以下(例 外 として45人 まで)と な り、

授業期 間は年12週 となった(1915年 には上級段階での授業期 間は14週 とな り、地域に よっ

ては21週 まで増加 しうることになった)。 教科 課程 には、宗教、算数、書 き方の他、読み

方 を改編 した国語、地誌jordbeskrivelse、 社会知識 を含 む歴史、衛生知識 を含 む理科が新

たに加 え られた。分級制学校 では男子 は体育、女子 は体育 と家政の教育 を受 けることにな

った。各学校管理委員会 には、教科 ・手工 の導入及 び選択教科 ・外 国語 の採用 の権限が認

め られた。 この法は特殊教育 を組織す ることを初めて規定 した。児童17人 以下の場合 には

巡回学校制度 を認めていた(巡 回学校 は急速 に減少 してゆ き1940年 に廃止 された)。 同法

は教員 の職務、給与、任免、法的地位 について詳細 な規定を定め、教員の地位 は強化 され

た。都 市 の 画民 学校 も7年 制 で あ っ たが 、 第1-3学 年 、 第4・5学 年 、 第6・7学 年 の3
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段 階か らなっていた。第1段 階では週18-24時 間、第2段 階では週24時 間、第3段 階では

週18-24時 間の授業 を受けることになった。1学 級 の児童 は35人 以下で、例外的に40人 迄

が認め られた。教科 は、宗教、 国語、歴史、地誌、計算、書 き方、唱歌、体育、手工、衛

生知識 を含む理科、幾何、図画であった。 この二法 は、すべての児童が国民学校 に通学す

ることを要求 し、上級学校入学のための予備学校 を廃止す る規定 も含んでいた。 これには

抵抗 があ り私立学校 を設立 して子弟 をそこへ通学 させ る向 きもあったが、この二法 は規定

の上 で国民学校(の 下級3学 年)を すべ ての者に共通の学校 として確 立 した点で統一学校制

度構築 の第一歩であ り、他 の西欧諸 国やスウェーデ ン、デ ンマ`.ク に先 ん じていた(注ll)。

(七)中 等教育の近代化 と統一学校制度の形成

デ ンマーク連合時代の末期18世 紀後期、 コペ ンハーゲ ンでは都市化が進行 し実学主義的

市民的教育 を施す学校 が生 じていた。そ うした状況 にあって、1809年 、「『学問的学校』に

関す る勅令」fbrordningav7.nov.18090m《de1■rdeSkoler》 が出された。 この勅令 によっ

て、少 な くとも文言上、デ ンマーク とノルウェーの学問的学校1□rdeSkoleは 、①大学 につ

なが る8年 制の完全 な学 問的学校 と、②学問的教育 と実際的生活に も若干の準備教育 をお

こな う6年 制の中間学校middelskoleと の両方 を包括 する概念 となった。 ノルウェーの諸

都市 において もこの頃までに生 じていた 「市民学校 」borgerskoleあ るいは 「実科学校」

rea豆skoleは、この改革に よって中間学校 に改組 される ことになった。勅令 はこの学校 に博

物、人類学、近代外 国語、体育や各種技能教科 を導入 しようとしたが、 とくにノルウェー

においては、教師不足のためほとん ど充足 されなか った(注12)。

ス ウェーデ ンとの連合後、1830代 は、「ノールウェーに とってのルネ ッサ ンスの時期で

あ り、民衆生活 のあけぼのの時代」かつ 「理念 闘争の時期」(OttoAnderssen)と なった。

汎スカ ンジナヴィア主義 とノルウェー民族主義、保守主義 ・官僚支配 とリベ ラリズム ・民

衆政治、教科課程 については古典語主義 と自然科学 ・近代語 を重視す る実学主義が対 立 し

た。1832年 、 シュヴェイ ゴールAntonM.Sshweigaardは 「新 しい文化 の要素である近代言

語、近代文学、近代科学 は健全 な人間性の育成手段 として古典語、古代文化 よりもはるか

に価値 があ り、後者は現代 には間接 的に しか意義 を もたない」 と主張 して教育論争 の口火

を切 った。 これには 「青少年 の精神 的訓練 には実学的教科 よ りも古典語学習の方が適 して

お り、 自然科学等は大学で学習すればよい」、「実学主義は学問的学校が育成すべ き人 間性

を否定す るものであって、正 しい人間性 は古典語の学習を通 じて最 もよく伸 ばしうる」等

とい う反論が行 なわれた。一般 に大学教員、学問的学校の校長 ・教員 らは、実学的教育の

意義 を認めつつ も、上級学校教育 の中心 はあ くまで古典語教育である と主張 した(注13)。

1843年 にハ ル トヴ ィグ ・ニ ッセ ンHa伽igNissenが 開設 した私立学校 は、学問的学校 に
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おける古典科 と実科(数 理科)の 二科の新 しいあ り方を創 りだ した。 ここでは国語がすべ

ての言語教育の基礎 とな り、 ドイツ語が第1外 国語 とされ、 ラテ ン語の学習 は12歳 になる

まで延期 された。第5学 年迄 コース分化の ない共通学級 の基礎 の上 に、大学入学資格試験

examenartiumに つ ながる6年 制の古典科 と、 とくに陸軍十官学校Krigsskolenへ の進学準備

を行な う4年 制の実科 の2科 が並立 されていた。1845年 の議会では、実学主義 を大 きく取

り入れた提案は棚上げ されが、一つの学校 に人文主義的 と実学主義的の両 コース を併置す

る とい うニ ッセ ンの試行 は、 この時期、モ デルとして多 くの学校 が採用 した。ニ ッセ ンを

中心 とする委員会 は上級学校 を古典的教育 と実学 的教育の双方 を与 えるものにす る提案 を

行い、政府 は改革を公布 した。これによって古い大聖堂学校3校 を除 き、全 国の上級学校

は改組 されるこ とになった。1858年 に大学入学資格試験の新規定 と上級学校 の新 しい教育

課程基準 とが実施 され、 これによ り上級学校 は共通教育内容の第2学 年迄の上に6年 制古

典科(ギ リシア語教育 を含 む)と4年 制実科が並立す ることになった。古典科 は大学入学

の予備課程のままであったが、大学 では最初 の学年 を哲学 と並 んで数学 と自然科学の学習

にあてるようになった(注14)。

:.・年 に再 びニ ッセ ンが主導 した改革が行なわれ、「公立上級普通学校法」(高 等普通教

育 を行 う公教育学校 に関す る法律)lovavl7.juni1869(nr.53)omoffentligeSkolerforden

h②iereAlmendannelseが 定め られた。 これ によって上級教育videregaendeutdannelseは 、中

学校middelskoleと それ に続 く高等学校gymnasの 二段階 に分 け られた(修 了試験 は前者 が

middelskoleeksamen、 後者がexamenartium)(注15)。 中学校 は6年 制で、第3学 年 までが

共通課程、第4学 年か ら生徒がラテン語 か英語(お よび図画)を 選ぶ ことによって コース

分化が行なわれ ることになった。 中学校 は小学校 の教育では満足 しえない人 々に普遍的 な

市民教育 を与 えるとともに高等学校、大学 の教育の基礎教育 を行 な うとい う二重の性格 を

もった。第6学 年の終 わ りに修了試験 と高等学校入学資格試験 を兼ねる公的試験が行 なわ

れた。高等学校 は3年 制で古典科 と実科 に分 かれていたが、実科 にも大学進学 の道が開か

れ、実学的教育は古典的教育 と同等の市民権 を得た。古典科 の主要教科 はラテ ン語 とギ リ

シア語であ り、実科では数学、理科、英語が中心的教科であった。古 ノルウェー語 は両科

で国語の枠 内で教 え られることになった。 この改革 によって上級学校、 とくに中学校 には

進学者が増加 し、進学者の出身階層 も拡が った(注16)。

前述 の1884年 の 「政治的大転換 」は、中等教育の近代的改編 をも推進 した。:・.年 に

「上級普通学校 に関する法律 」Lovenornhoierealmenskolerav27,julil896(nr.2)が 制定 さ

れた。 これ によれ ば、上級普通学校(中 等学校)は 、従前 どお り中学校 と高等学校の2段

階か ら構成 されたが、次の点が重要な改革であった。① 中学校 は、原則 として7年 制小学

校 の第5学 年修了 を入学資格 とす ることになった。1889年 か ら中学校 は国民学校第3学 年

に接続 していたが、基礎 としての初等教育の課程 はさらに2年 延長 され、代 わ りに中学校
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が6年 制 か ら4年 制になった(国 民学校5年+中 学4年=9年 課程)。 ②中学校 はコース

制 を廃 止 し、完全 に単一の課程 となった。ラテ ン語 は教科か ら除かれ、国語、 ドイッ語、

英語、数学 に重点がおかれ、内容 はよ り近代 的なもの となった。③高等学校は中学校の基

礎の上に完結的な普通教育 と学 問的教育(高 等教育への準備)を 与えるものとして性格づ

け られたが、古典的 な性格 をほ とん ど失った。年限は3年 制の ままであるが、古典科 は言

語 ・歴 史科 に改編 された。古典語 は正規の教科か ら除かれ、国語、歴史 と並んで近代外 国

語が言語 ・歴 史科の主要教科 とな り、 この科 では理科 も教 え られ ることになった。例外規

定 もあ り、実際 には古典語はかな り広 く学習 され続けた ようである。近代科(実 科)の 主

要教科 は数学 と理科 であった。両科 とも国語の教 育が強化 された。④高等学校 の分科 を第

2学 年か らに延期 した。第1学 年の教育は全ての者 に共通で、中心的教科 は国語、 ドイツ

語、英語、 フランス語、理科、数学 であった。結 局、共通の普通教育は小学校5年 、中学

校4年 と高等学校の第1学 年迄、合計10年 間行われることになった。⑤全ての公立中等学

校 を共学制 とし女子 に も開放 した(注17)。

この1896年 の上級普通学校法以降、都市 においては優秀 な生徒 は小学校 第5学 年修了後

4年 制 中学校へ進学 し、残 りの一部 は第7学 年修 了後3年 制中学校へ進学 した。後者 は農

村小学校修了者の進学パ タンで もあった。 また特 に富裕 な階層 の子弟は5年 制私立予備校

か ら4年 制 中学校 に進学 していた(注18)。

独 立後の民主化要求 の高 ま りの中で小学校 を基礎 とする統 一的教育制度が構想 され、

1910年 に設置 された 「統一学校 委員会」Enhetsskolekommiteen報 告 をは じめ として議会が

審 議 を重ね た結果、1936年 に地方国民学校法 と都 市国民学校法Lovav16,julil9360m

folkeskolenpalandet(nr.8)og(nr.9)omfblkeskolenikjopstedeneが 制定 され、翌年7月 か

ら実施 された。 これに よると、小学校の学齢 は7歳 一14歳、年 限は7ヶ 年であった。地方

国民学校 は7歳 一10歳 まで と10-14歳 までの2段 階 に分かれ、下級 では宗教、 国語、算数、

唱歌、郷土科(図 画 を含 む)、 上級で はこれ らに加 えて地理、歴史(社 会問題、平和問題、

国際理解 を含む)、 理科(衛 生、 タバ コ ・アルコール問題 を含 む)、 手工が教 え られること

になった。 この他、園芸、家政、外 国語(選 択)を 導入す ることが認め られた。巡回学校

は廃止 された。都市の国民学校 は7歳 一10歳、10-12歳 、12-14歳 の3段 階に分け られ、教

科は地方国民学校 とほぼ同 じであるが、授業時数 は地方国民学校 は3600-4000時 間である

の に対 し、都市 国民学校 では6400時 間であった。 モデル プ ラン としての教 育課程基 準

normalplanが 定め られ、小学校卒業 に際 しては国語 と算数の筆記試験が課せ られた。各 コ

ムーネにはコムーネ選任委員、各学区か らの民選代表、聖職者、教員代表で構成す る教育

委員会が置かれ、小学校 ・継続学校 の管理、教育課程の定め、教 員の任命、予算案の作成

にあたった(注19)。

中等教育 に関 しては、前述 の1896年 の上級普通学校法以後、1907年 か ら大学入学資格試
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験 において ランスモールlandsmal(概 ね現在のnynorsk)と リークスモールriksmal(概 ね現

在のbokmal(注20))の 双方が必修 となった。 また、教員試験合格 者は、個 々の教科 の付

加試験 に合格する ことによって中学校卒業試験 お よび大学入学(高 等学校卒業)資 格試験

受験資格 を もつ こととされ、教員養成課程 は大学 に接続 しうる課程 となった。 また、1914

か ら中学校 も高等学校 もない地方 の青少年が大学入学 レヴェルに至 る教育 を受けることが

で きるように地方高等学校landsgymnasが 設立 された。 これは4年 制で、入学資格 は7年

制国民学校 プラス継続学校 または青年学校修了、年齢満16歳 以上であった。一般の3年 制

高等学校 と同 じく、卒業資格試験が大学入学資格試験 を兼 ねていた(注21)。

高等学校の学科 については、前述の1869年 、1896年 の改変の後 も1919年 、1931年 の再編

が行われていたが、1935年 上級普通学校法Lovomhoierealmenskolerav10.mail935は 、高

等学校 に近代科、英語科、 ラテ ン語科 、ギ リシア語科、北欧語科 、理科、英語 ・美術科、

英語 ・音楽科、 ロシア語科 を置いた。 この法 は、中間課程 としての中学校 を廃止 し、代 わ

りに高等学校 を5年 制 として7年 制小学校 の上 に直接 に置いた。大学入学資格試験 に到達

す る年 限は12年 に確定 され、教育水準の低下 を防 ぐため、英語 を小学校第6・7学 年 に導

入 し、かつ小学校 と中等学校 の教育内容の重複 を整理 した。大学入学資格取得 を望 まず 中

間的な資格 を求め る者 のために、7年 制小学校の上 に、高等学校 と並 んで、3年 制中学校

が設け られた。高等学校 と中学校の第1、2学 年は全 く同一の教育内容 をもつ共通基礎課

程 であ り、分化 は両者 とも第3学 年か ら始 まり両者 間の移行 は 自由であったか ら、中学校

が被差別 コース となることはなか った とい う。 この法 は、4年 制農村高等学校制度 も維持

したか ら、継続学校 も青年学校 も袋小路 とはな らず、結局、すべての上級学校が7年 制小

学校 を土台 とし、かつ、いずれか らも大学への道 は開かれている とい う統一学校制度が こ

れに よって成立 し、新初等教育制度 は1937年 か ら、新中等教育制度 は1939年 か ら正式 に発

足 した。 しか し、1940年4月 のナチスの侵略 によって新教育の実現 は妨げ られ、又、都市

と農村 の実質格差解消 も戦後 の課題 となった(注22)。

(八)第 二次大戦後今 日に至る初等中等教育制度変遷の概略

第二次大戦後 の状況は、1947年 一49年全 人口の51%が 国民学校 より上の学校 に行 ってい

た。都市 ではギムナ ジウムgymnasに い った ものが14%で あるのに対 して地方では7%で

あった(注23)。 また、親の職業別による実科学校又 はそれ以上の学校へ の進学率 は、1950

年、次 のようであった(注24)。

学者 ・教員 ・上級公務員…72%

労働者 ・職人 ・商人………20%

農民11%
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漁民6%

1953年 、駐 ス ウェーデ ン大使 と してスウ ェ`.デ ンの教 育 改革か ら学 んで きたBirger

Bergersenが 戦後の教育改革 を始動 させ た。全 ての教育部門及び全 ての政党が協 同 と統一の

精神で新 しい学校 の型 と形態newschooltypesandfbrmsを 実験 に基づいて何 らかの さらな

る教育開発 をする と発表す ることで一・致 した。1954年 、教会教育省 に独立の助言的教育研

究機 関 として教育改革委員会 恥rsoksradetが 設置 された。1954年 の法律 によって、政府が

財源 を支出 して新 しい学校形態 と教育方法の実験が行 われる ことになった。

7年 制 国民学校 の後の最 も普通の学校形態 は学問的傾向の実科学校realskoleと それよ り

は実践的な継続学校framhaldsskoleで あって、 この二つの形態 をどうす るかが問題であっ

た。継続学校(英 語でcontinuationschool)は 、初等学校修了後1、2年 の実践的教育 を行

っていた。 また、7年 制の基礎学校 に関して、市部では授業時間が6400時 間であるのに、

地方landで は4500時 間である(1954年)と い う地域格差の解消 も課題であった。結局、

1959年 に法律が制定 されて、 コムーネが7歳 か ら16歳 迄の9年 制 の国民学校fblkeskoleを

設置す るこ とが認 め られ、1969年 に9年 間の義務制 の基礎 学校 法Lovomgrunnskolen

(13.juni1969,nr.24)が 定め られた。

後期 中等教育 に関 しては、 ノルウェーではこれは、元来、16歳 か ら19歳 の人た ちの教育

であ り、伝統的な理論的教育、職業教育及 び成 人教育の第1次 形態を含んでいた。1935年

の上級普通学校法及 び1940年 の職業教育法が第2次 大戦後の中等学校教育 の法 を定めてい

た。 これ に中等教育年齢 の多 くの青年 に提供 されていた1949年 のフォルケホイス コーレに

関す る法律が加わって、これ らの3種 の学校 の形態を定める法律が1960年 代 まで維持 され

ていた。 しか し、基礎学校の変化 に伴 って上級 中等学校 も変化せ ざるを得 な くなってお り、

戦後初期か らその将来のあ り方計画が問題になっていた。例 えば、学校教育協議委員会の

第13次 報告が1950年 に3年 制の総合 的上級中等学校が結局、標準型 になるであろ うと強調

していた。結局、1960年 か ら多 くの実験 と議論がなされた結果、1974年6月 に後期中等教

育法Lovomvideregendeopplring(21.juni.1974,nr.55)が 制定 され、1976年1月 か ら

施行 された。その要点 は、①全ての若者は少な くとも3年 間、高等学校 に通 う機会を与え

られる。②学科 の選択 は原則 として自由である。③職業学科 と一般学科は統合 されること

が出来るmaybecombined。 ④授業は生徒 が9年 制基礎学校 で学 んで きた水準で始め られな

ければな らない、 というものであった。この高等学校 では、次の8つ の学習分岐が設け ら

れた。一般教育。手工 ・工業学習。工芸。漁業 ・水産学習。体育。事務 ・商業学習。家庭

における技術お よび科学。保健福祉。(注25)

以後、詳細 を省 くと、 ・.・年に現行の 「基礎 学校及び後期中等教育に関す る法律」(同

年法律第61号)が 制定 され、それに伴い前述の1969基 礎学校法 と上述の74年 後期 中等教育

法が、その §16-3に よって廃止 され、現行のノルウェー初等 中等教育制度 となった。
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なお、第二次大戦後のノルウェーの教育制度 の展開にお ける諸政党の教育政策に関 して

は、例 えば1999年 のテルポグとボル クマーの研究では、概ね次のように述べ られてい る。

第二次大戦後の全時期 を通 じて、 ノルウェーの全政党が教育への 「平等 な機会」、 「平等

なアクセス」、「平等な期 間」 を政策要綱 に書 き記 して きた。特 に戦後全期 間を通算 して概

ねそ の2/3の 期 間 を政権 に与 って きた労働党 の政権が、 アメリカ進歩主義教育 の理念 を

取 り入れ社会的不平等の解消 と内面的アイデ ンティテ ィの発展 による個人の解放 を目指 し

て1950-70年 代、極力、能力別教育制度編制の廃止に努 めて きた。1980年 代 、90年 代 を通

じて社会民主主義的進歩主義の一方的影響力 は弱 ま り、左 派 ・中道の教育政策同盟が、商

業 と産業 の要求に応える知識 ・技術 の教育 を重視 し、あ る程 度の教育 の多様性 と選択 の機

会、 自由の拡大 を制度化 しつつ、平等 と教育 を受ける機会の拡大、参加 を重視す るという

点で教育への国家関与 を拡大す る方向に重点が移行 して きた、 と(注26)。

この辺 りの詳細研 究は、本稿 「ノー ト」が課題 とす る現代 ノルウェー教 育制度の国民的

「背景」 とい うよ りは、現代の教育制度そのもの として改めて取 り組む ことに したい。

本稿 では、 さしあた り、次節で今 日時点にお ける同国の国民教育的問題の一端 を示 して、

ノル ウェー教育の現状 と動向をさらに研究 してゆ く手掛か りとしてお く。

(九)2000年 一2004年 の ノル ウェー教 育政 策 の動 向

(1)2004年10月 の 国民 的 問題

http://www.norsklektorlag.no/か ら

まず 手始 め に、教 員 組 合Norsklektorlagの イ ン ター ネ ッ ト ・ホー ム ペ ー ジ(以 下 、HPと

略記 。)に2004年10月 掲 載 の記 事 を見 る。

そ の一 つ はNorsklektorlag自 体 に よる10月11日 付 ・下 記題 目の 記事 で あ る(注27)。

① 「保 守 党 の教 育政 策 ある い は学校 革命?」

「私 たち は、"Dagbladet"新 聞の 頁 か ら2週 間 も早 く、 ノル ウェー教 育 政策 研 究 の長 老 、

NTUTのA.0.テ ルポ グAlfredOftedalTelhaugが 書 い た こ とを示 す。 そ れ に よる と、保 守

党 は 「い ま我 が 国 で新 しい学校 と新 しい基 礎教 育 』 を 自慢 しよ う と して い るが、 実 際 には、

社 会 民 主 主 義 の教 育 政 策 を継 続 して い る。 これ は単 な る 『国民 的 国 家 管 理dennasjonale

statensstyring』 の弱 ま りにす ぎな い。 『そ して、代 わ りに何 が くる とい うのか 。 国際 的管 理

と競 争 を伴 う各 個 人 の 自由 だ』。 ……(中 略 一北 川)… … 、私 たち は新 聞"Dagsavisen"で の

ク リス テ ィ ン ・ク レメ ッ トKristinClemet大 臣の短 い答 え を切 り抜 こ う。彼 女 は 『国家 的管

理dennasjonalestyringen』 を弱 め るつ も りはな く、 『国 は定 め られ た教 育 課 程、 科 目及 び時

間割 を継 続 し、 よ り良 い学校 評価 の制度 を有す るべ きで あ る』 と明 言 してい る。

テル ポ グ氏 が 政権 にあ る保 守 党 の 閣僚 が社 会民 主 主 義 的政 策 を継 続 して い る とい う こ と
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を示 した とい う一点は否定で きないが、小 さな、だが重要 な科 目と授業方法の変更 を何か

特別に重視 しているので はない点では彼 は我 々 と同 じである。授業方法 は、実際中央で指

示 されてお り、94年 改革以来の理論 と実践の両方 を展望す る教育政策 を支配 して きたので

あ り、科 目は新 しい学校 において よ り重要 となっている。学校 と教員は実際上、 自分たち

の授業方法の選択(の 自由。一北川補足)を 獲得 してい る。 当然、それは、 さほ どメデ ィ

ア広告 にはならず、 また、それは多分、机 上教育学者 にもっ と強い影響 を与 えることもな

いであろ う。 しか し、学校生活 を仕事 としている私 たちにとっては、態度 と実践の両方を

含 む改善は、全 く重要で(待 ち望んで きたことでも)あ る。 そ して私たちは、 トロ ン ・ギ

スケTrondGiske(注28)と 社会民主主義者がハーネスHernes(とOftedalTelhaugs!)の 時

代 に確 定 された教育 コースkursenを 変 えた とは思 わ ない。 私た ちは、 「一般 的な能力 』

"h
elhetligkompetanse"を 性格づ けて、94年 改革 に最 も近い難破 漂着物 と呼ぶ こともできた

が、それをその ままに しているのである。

それ に もか かわ らず、 ク レメ ッ トは多 くの改善 を した が(例 えば高等教 育機 関進学

資格studiekompetanseの 要求の実現な ど)、 小 さな改善であ り、それゆえその肯定的サイン

は、すべ てはあ るべ きところに納 まるということにある、 とテルポグ氏 が言 う権利 はある。

革命 よ りもす ばやい展 開、 しか し、それが多分、あ らゆるものの後に行 われ る多 くの肯定

的な改正 とい うものであろ う。」(特 記以外の()内 は原文。)

Lektorlagは 、 この後、次 の"Dagsavisen"紙 のクレメ ットの教育政策記事 を転載 している。

② 「保守党の教育政策」H乙yresskolepolitikk

ク リステ ィン ・ク レメ ッ ト教育研究大 臣(保 守党)

KRISTINCLEMETUTDANNINGS-OGFORSKNINGSMINISTER(H)

「テルポグA.0.Telhaugは 、9月28日 の 「保守党の学校 革命 』"Hoyresskolerevolusjon"

に関する彼の記事の中で重要な一点において正 しい。すなわち、ノルウェーの学校 と教育

の基本姿勢grunnholdningeneに 。ま充分 な継続性がある と言 うことである。政府の学校改革

は、重要 な環境 における共通の政策観念 によって引 き続 き展開 される。 この ことは教育課

程 の一般的部分 に妥当 し、 また、教育が各生徒 に適合 されるべ きであるとい うことに関す

る基本的な要求にも妥 当す る。私たちが把握 した問題は、 この種 の理想 は未だ実践におい

て実現 されていない ということである。生活 と学習の問は長 く、例えば、 これが教育 と地

域の活動の 自由 とに適用 される時 もそうである。私が学校 と学校所有者 にもっ と大 きな責

任 と活動 の 自由を与 えようと している こともまた正 しいが、 この ことは私が 国家 的管理

naSjOnaleStyringenを 弱 めようとしていることを意味 しない。

国は定 め られた教育課程、科 目配分及 び時間配分 を維持 し、特質評価制度etsystemfor

kvalitetsvurderingを 有す るべ きであ る。 しか し、同時に私た ちはよ り大 きな程 度で学校 と

教員に労働 目標 と組織 との決定 を委せ るつ もりである。」
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Lektorlagは 、 さ らに続 けて 、 テ ルポ グ氏 の9月28日 の記 事 も再掲 載 して い る。

③ 「保守 党 の 学校 革 命」H¢yresskolerevolusjon

A。0.テ ルポ グAlfredOftedalTelhaugskronikkfra28.september

「保 守 党 とその 味方 は今 、 ノ ル ウェ ーの教 育 政 策 にお いて我 が 国 の新 しい 学校 と新 しい

基礎 教 育 が 形成 され る こ とを 自慢 す る機 会 を求 めて急 いで い る。 私 は、 これ は2003年5月

27日 の 国会 で保 守 党 の イ ンネ ・マ リー ・エ リク ソ ンの議 論 が、 ボ ンデ ヴ ィク第二 次 政権 の

新 しい法 律 の提 案 を 「単 一 イ デ オ ロギ ー部 門 』 の 自由立 学校(孤 立 学校)と 性 格 付 け した

こ とに始 まっ て い る と思 う。 そ れ か ら国会(へ の)報 告 第30号(2003-2004)「 学 習 に向

か う文化 』 は今 年 の1月17日 に国会 で扱 われ 、 責任 大 臣K・ ク レメ ッ トは、 その 報告 が 、

ノ ル ウェ ーの学 校 も、学 校 管理 に関 す る組織 変 化 に関す るあ らゆ る局面 も時 間制 限 にあ る

こ と を表 して い る旨 を述べ た。保 守党 の教 育 スポ ー クス マ ンhovedtalsmann、S.F.ヴ ォイエ

SirenFredrikVojeは 、 かつ て ない ほ ど赤 裸 々 に も この 報告 の こ とを 「ノル ウェ ーの基 礎 教

育 にお け る革命 』"enrevolusjoninorskgrunnutdanning"と 言 った。」(以 下 略 、北 川)

次 に、 もう一つ 、Lektorlagの10月14日 付 けHP掲 載 記 事 をみ てお く(注29)。

④ 「新 しい もの へ の跳 躍 か 、 ある い は統 一学校 の 防腐 処 置 か」

「新 聞"Dagsavisen"は 、 統 一学 校 に大 い に困 ら され て い るが 、 ボ ンデ ヴ ィク第 一次 政 権

下 での記 事 と第二 次 政権 下 で の記 事 との二 つ を持 って い る。 この新 聞 の結 論 は 明 らか で あ

る。す なわち、 ボ ンデヴ ィクは教育 政策 で180度 の転換 を した のであ り、KrFは 政 府 内で保 守

党 に躁躍 され て い る。 ク レメ ッ ト大 臣 は 『鉄 の腕 で教 育 政 策 を管 理 』 してお り、 少 な くと

もハ ー ネス(労 働 党 政権 時の教 育担 当相一 北川補 注)と 同 じ くらい有力effektivで あ る、 とい

う もの で ある。 同新 聞 の記事 の大 半 は、 よ り良 い学校 に関す るメ ッセー ジbud(言 葉)を 列

挙 して い るが 、 それ は私 た ちが その よ うに解釈 しなけ れ ば な らない こ とを意 味 しない 。

教育 史の専 門家 でNUFT(国 立 トロ ンハ イ ム理工 科 大学)の 第1準 教授(1.amanuensis)

A.0.テ ル ポ グAlfredOftedalTelhaugは 、"Dagsavisen"に 対 して 「私 た ちは 公立 学 校独 占 の

awikling(精 算、 弁 済)に 向 か う直近 に い る。 国家 の役 割 の弱化 を含 んだ、 かつ 野蛮 な分 権

化 をす る何 か(noe≒some,any)の 近 くだ。 そ の結 果 、 ク レメ ッ ト大 臣 は 国家 的 に 引 っ張 ら

れた 目的 に したが って 内側 か ら学 校 が管理 され る よ うに しなけれ ば な らない』と述 べ てい る。

私 た ちは、 今 直 ぐの この弁 済 を含 む肯 定 的部 分 の発 見 に大 い に期待 したい。 特 に、ず い

ぶ ん長 い 間、 私 た ちが 学校 を 『国家 的 に引 っ張 られ た 目的 』 に よって管 理 し、 かつ 、 中央

か ら与 え られ る試験 を有 して きた こ とに留 意 す る な らば。 これ に関 係 して、多 くの学校 人

skolefolkと 一部 の 政 治家 が 、 どん な に高 くつ い て も統 一学校 を守 ろ う、 とは望 ん でい ない、

とい う こ とが 重要 で あ る 。 そ して、 統 一 学 校 が 多 年 を通 じて 悪 い 学校(福 祉 か ら外 れ た

bortsettfratrivsel!)で あ る こ とが 明 らか に され るな らば、 私 た ち は どん な に高 くつ い て も

何 の保 留 もな しにそ の よ うに答 えるで あ ろ う。 言 うまで もな く、私 た ち は、 ボ ンデ ヴ ィク
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第 一次 政権(つ ま りはJonLilletunsの 教 育管 理)と 同様 に、 『統 計 、数 と点 数karaktereは 、

よ り良い 学校 と実習 企 業 にお け る特 質kvalitetenに 関す るすべ て につ いて何 も示 さ ない。』

(St.meld.Nr.28,第40頁)と 、 目を閉 じて言 うこ とが 出来 る。 この こ とに は 、 ノ ル ウ ェー

の 点 数 は国 際 的 に中 くらい だ とい うこ とを示 した 国際 的 な知 識 テ ス トにお い て は、 よ り小

さな考 慮 しか され なか った。 そ してそ の 結果 、 国際 調査 は私 た ち に適 して い な い こ と、 そ

れ は、 私 た ちが 目指 す べ き と思 ってい るの で は ない もの を 目指 してい る こ とに十 分気 が つ

い て い なが ら、 私 た ち は充分 に良 い学 科(専 門)能 力 を もた らさない統 一 学校 と一緒 に、

よ り広 角 度 で方 向転 換 した ので あ る。

テ ル ポ グ は、 あ るい は、 今 日、 次 の よ うで あ る とも述 べ て い る。 『ボ ンデ ヴ ィク第 二 次

政 権:《 ノル ウ ェー の学校 の質 に関す る良 い指標 を私 た ち は他 国 との比 較 を通 じて獲 得 す

る。 …… 数学 と 自然科 学 科 目は最 高 を得 る… …》("Skolenvetbest"に お け る ク レメ ッ ト大

臣)。 これ で は 国際 知 識 テ ス トで ノル ウ ェーが 中 くらい で あ っ た結 果 ばか りが 、 よ り大 き

く重視 され 、学校 の資 源 活用 には最 少 の 光 も当 て られ て い ない。』」

以上 の 記述 の後、Lektorlagは 、"Dagsavisen"に お けるKarinLillianFladbergに よる二つ の

記事 の題 目 と出だ し部 分 を掲 載 してい る。

⑤ 「KrFはH乙yreに1揉 踊 され てい る」

「ノ ル ウ ェ ー の教 育 政 策 は保 守 党 に管 理 され て い る。KrF(キ リス ト教 民 主 党)は 、

K.M.ボ ンデ ヴ ィク(KjellMagneBondevik)指 導 の 下で 対 案 を示 す こ とが 出来 て い ない 、

とい うの が現 代 ノル ウ ェー教 育 史専 門家 テル ポ グAlfredOftedalTelhaugの 見 解 で あ る。」

⑥ 「ボ ンデ ヴ ィクの教 育 政策 は方 向転 換 してい るkuvending」

「1999年:ボ ンデ ヴ ィク首相 は、 よ り良 い 学校(づ く り)は 、 公立 統一 学 校 を管 理 し、

かつ 、 宗教 的代 替 意見 の人altemativerへ の 良 い一般 条 件 を供 与 す る こ とを う ま くや る こ と

だ、 と述 べ てい る。2003年:首 相 は、 よ り良 い学校(づ く り)は 競 争 と私 立 学校 の規 制 自

由化 を う ま くや る こ とだ、 と述 べ て い る。」

以上に よって、国際教育調査 を契機 として、「より良い学校」づ くり ・「統一学校」の扱

い ・学校管理のあ り方等が、ノル ウェー国民教育の今 日的問題 となってい ることが察知で

きよう。

(2)2004年10月 現 在 の ノル ウ ェー教 育政 策 の基 本 的 諸文 書

次 に、教 育研 究省UDFの 文書 に よっ て ノル ウ ェー教育 の現 状 と動 向 の基 本 的把 握 を追 求

す る。 す る と、2004年11月 現在 、UDFのHPの`English'‐`publications'一`Reports'に は基 本 的

文書 と思 われ る もの8本 が掲 げ られ てお り、 その 第1と 第2は 次 の2つ で あ る(注30)。

①UDF,TheDevelopmentofEducation2000-20040fNorway,Scptember2004.(以 下 、
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<Development>と 略 記 。)

02UDF,TheSituationinPrimaryandSecondaryEducationinNorway,2ndedition,June2003.

(以 下 、<Situation>と 略 記 。)

<Development>の 英 文 序 言 で は 、 次 の 二 文 書 が 今 日 の ノ ル ウ ェ ー 教 育 発 展 の 基 礎 を 成 す

も の と さ れ て い る(注31)。 ・

③WhitePaperStmeld,27(2000-2001)Doyourduty‐demandyourrights.(ノ ル ウ

ェ ー の 原 文 で は 、(加7伽 ρ1面 一一 たアεv伽rθ,乙St.meld.nr.27(2000-2001))

④WhitePaperSt.meld.30(2003-2004)CulturforLearning‐abrigedversion(注32).

ま た<Develop〃lent>に は 、 教 育 政 策 に つ い て 参 照 す べ き2001年 以 降 の 「公 式 文 書 リ ス ト」

Legalandofficialdocumentsが あ る(注33)。

上 記 「④ 」 と し て 挙 げ ら れ て い る 英 語 文 書 の 原 典 は 、 下 記 ⑤ の と お り の ノ ル ウ ェ ー 語 完

全 版 で あ り、 こ れ は 内 閣 承 認 の 下 でUDFが 国 会 に 提 出 し た 文 書 で あ る 。

⑤UDF,KulturforLoring.St.meld.nr.30(2003-2004)(2004年4月2日).

な お 、 紛 れ 易 い が 同 じ 題 目 で 「教 会 教 育 研 究 委 員 会 」が 国 会 に 提 出 し た 下 記 文 書 が あ る 。

●Kirke-,utdannings-ogforskningskomiteen,Kulturforluring.Innst.S.nr.268(2003-2004)

(2004年6月ll日)(注34)。

<Development>が 挙 げ て い る 英 語 文 書 ④ は 、 縮 約 版abrigedversionで あ る が 、 こ の ④ の 元

に な っ て い る は ず の ⑤ の 公 式 完 全 英 訳 版 は 存 在 し な い 。 ま た 、 ⑥ に つ い て は<Development>

で は 縮 約 版 と 限 定 せ ず に 英 語 版 が`available'と 記 さ れ て い る が 、 少 な く と も 今 現 在 、 筆 者

は 、 検 索 ・絞 り込 み 出 来 ず ダ ウ ン ・ロ ー ド で き な い 。

な お 、 ⑤ 、 ⑥ の 分 量 は 両 者 と もPDF-fileプ リ ン ト ・ア ウ トでA4判2段 組 で 、 ⑤ が142頁 、

⑥ が50頁 で あ る 。 ⑥ は ⑤ を 受 け て 国 会 の 委 員 会 が 検 討 し た 結 果 を 含 ん で い る 。

② の<Situation>は 、 次 に 示 す ノ ル ウ ェ ー 語 第2版 の 全 文 英 訳 版 で あ る 。

⑦UDF,8吻o砂oη θη5わθ5肋vθ1∫餌vgr珊 η叩 ρ1aer加9飢RapPort2003,2..utgavejuni2003

(注35).

さて、紙幅、時 間等の都合上、 これ ら① ～⑦等の文書の本格的検討 は今後に残 さざるを

得 ない。焦 点を絞 って、<Development>と<Situation>と を瞥見 ・比較考慮す ると、前者の

方が全面的かつ時期的 に後の分 だけ今 日的である。 しか し2000年 頃までの現代 ノルウェー一

教育の大要は既 に一応把握 した という前提 に立つ と、後者 においてその後の教育政策の変

動が比較的顕著であ り基本動向把握 に適 してい ると思われる。ゆえに<Situation>の 概要把

握 を優先するが、その詳細検討の余裕 もない。

結局、以下では、②の原版⑦ に当たって、 まず はその 「序言」 を紹介 し、次にその報告

内容の縮約 を示 し、それ によって、2000年 以降のノル ウェー国民教育の現状 と新 たな動 向
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を見定めるための端緒 としてお きたい。

(3)2003年6月 の 『基礎教育の状況』

クレメ ッ ト研 究教育大臣の序言

この文書(2003年6月 発行)(注36)の 序言Forordに おいて クレメ ッ ト教育研究大臣は

次の ように述べ てい る。

「2003年6月 等 の全国的国際的調査研究に基づいて、本文書はノルウェーの学校

制度 に課せ られた重要課題の概略 を述べ る。本文書 の念願するところは、ノルウェ

ーの基礎教育 における課題 と改善 に関す る科学的な事実理解 に寄与す ることである
。

本文書は、生徒 の知識 と習熟kunnskaperogferdigheterに 関す る全 国的及び国際的調

査、並びに、生徒 の学習 を助長する要因に関す るノルウェ._..及び国際研 究の成果に

焦点 を当てている。…(中 略)…

2002年ll月 出版の初版(注37)に 比べて、 この第2版 では多 くの点が改変 された。

何 よ り重要 なことは、例 えば97年 改革の評価研 究プロジェク トや10歳 児 の読書能力

の国際調査(PIRLS)な ど、新 しい研究の諸成果 を含 めたことである。 こう して本

文書は、初等及 び前期 中等教育 に、 より強 く体 の向 きをひねってお り(vridningmot,

twisttowards)、 後期 中等教育 にはずっと小 さい程度で言及 している。さらに、政府が

優先する必要のある事項領域 に合わせて様 々な課題 についての強調点を移 し変えた。

私たちはあ らゆる理 由でノルウェーの学校制度 を誇 りに思っているが、変化が生

じることを隠 してはな らない。…(後 略一北川)」

上 に見 られ るとお り、2000年 に実施 され2001年12月 に結果が公刊 された国際教 育調査

PISA調 査等の受け止め方は、初版改訂の重大要因であった と見 られ る。PISAやPIRLSの

示す結果(成 績)は 、 ノル ウェーに とって芳 しいものではなか った(注38)。 ノルウェー

語版は初版、新版 とも4章 で構 成 されていて、第1章 の題 目:「 ノル ウェーは良い前提条

件 を持 っている」(英 語版直訳:「1.私 たちの潜在能力 は高い」)は 変化 していない。 し

か し第2章 の題 目は、初版 では 「結果は中 くらい」`Resultateneermiddlese'と していた。 こ

の ような受 け止 め方 に対 しては、前記 の本節(1)・ 特 にその④等か ら伺 い得 るが、「初等

中等教育にずいぶん金を掛けて きたが、その割 に学業成績 は上がっていない。 これで国際

競争 に伍 してゆけるか」 とい う筋の批判が強 くあった と思 われる。新版第2章 の題 目は、

「結果は改善 され うる」`Resultatenekanforbedres'(英 訳版で も同 じ意味。)へ と変更 された。

『基礎教育の状況』概要

この報 告書 のは じめには3頁 の 「概 要」`Sammendrag'、 英 訳版で も概 ね 同 じ内容 の

`S
ammary'が 付 されてい る。以下では、語句表現 も出来 るだけ原意 を損 なわないよう留意

しつつ、紙幅の都合 で分量を半分近 くに抄訳 ない しは縮訳 して内容を示す(太 字見出 しは
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原文、○番号 は北川に よる)。

①[ノ ルウ ェーの学校制度は多 くの特質 を有 している]

無償教育の保障、低 い中退率、親の経済状態 に依存 しない義務教育後 の継続教育の可 能

性等、すべての子 どものための学校 。特別なニーズのある子 ども ・青年 の通常学校へ の受

容 とそ こ℃ 大部分 の生徒 ・親 ・教師 ・学校が満足 していること。生徒 の安全感、 い じめの

少なさ、民主主義 と民主主義的価値 につ いての知識 と積極的姿勢。 これ らは、民主的で よ

く機能する知識社会 に向か うために ノル ウェーの学校が有す るす ぐれた特質である。

②[し か し、基礎科 目の学習結果は低 い]

生徒の基礎的熟練 ・技 能grunnleggendeferdigheter(basicskills)を 調べ たPIRLS(2001年)

による10歳 の読解調査 結果 は35ヶ 国でス ウェーデ ンが最高、PISAに よる31ヶ 国調査 では

フィンラン ドが トップだった。 ノルウェー は、PISAで 数学で17番 、読解 と科学が13番 で

両試験で国際的には中 くらいだが、通常の比較対象 国には後れ をとっている。

基礎的スキルの問題では どの国で も、男子の方が女子 よ り読解力 スキルが低 く、親の学

歴が低い子 どもの平均が より低 く、少数言語出身の生徒 は多数言語の生徒 より低い。PIRLS、

PISA及 びノルウェー独 自の97年 改革 の評価調査結 果では、 ノルウェーは、 この ような差

異 を平準化 させ る方向での特別 な結果 を示 していないだけでな く、10歳 児の20%は 基礎的

読解力 を発展 させ てい ない(ス ウェーデ ンは4%)、15歳 生徒の17.5%は 読解力 に問題 を

有 している(フ ィンラン ドは7%)な ど、スキルが低 く、仕事 と社会生活へ の充分 な参加

に大 き く影響 を及ぼすであろう。

国際的諸研究 は、特質kvalitetと平等likhetと は矛盾 しない ことを示 している。反対 に、

国家間の平均の差異 は低 い生徒 を引 き上げる能力 に大 きな程度で結びついている。

③[良 い社 会的物的条件 にもかかわ らず]

ノルウェーは高学歴 の成人たちの裕福 な国であ り、 ノルウェーの購買力の高 さを考慮 し

て も、1999年 の初等学校生徒あた り支 出は、OECD平 均 より43%多 く前期 中等学校(中 学

校)で は42%多 い。学校 の経費が多 くかか るのは、地理 的条件 による学校の規模の小 ささ

にも因 るが、主 として教員数の多 さに因 る。OECD諸 国は教 師1人 当た り生徒 数は40%

乃至50%ノ ルウェー よ り多い。

国際調査に よれば、学校資源へ の支出増が 自動的 に生徒の学習 を改善 に導 くものではな

い。監督やイ ンセ ンテ ィヴの欠如が学習助長 目的外への資源の出費増 を招 くことや、学級

規模、科 目と授業の配分、授業方法 の要求、教員の雇用契約等 に関す る硬直 した規則が資

源の良い利用 を妨げる ことがあ り得 る。

さらに、資源 と結果の関係 は、資源 を生徒 の学習へ と最 もよく転換する方法 に関す る学

校 能力の欠如 による場合があ り得 る。研究者 によれば、生徒が練習問題 をす る時、教師は

大半の時間、教室 を回 って生徒 を個 々に援助 してお り同 じ説 明を繰 り返 しているが、 よ り
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効果 的な授業方法の組織化 の追究を要する。

資源の増加 は、概 して多額の出費の割に効果の少 ない学級規模の縮小や同 じ学級への教

員増配 に使 われ る。 この ようなことが行われ るのは、学校の リーダー と教員が資源利用の

他 の方法 を知 らないか ら、及 び、教員経費 を例 えば他 の教員能力の開発や建物の維持 ・日

用 品 ・学校 キ ッチ ンや職員のパ ソコン等に変換す る自由が多 くの学校 にないか らである。

経費増 が より良い結果を生 じるよう、支出削減が結果 に悪影 を及ぼさない よう常 に求め

て行 きたい。資源の使われ方 は常 に重要であ り、 ノルウェーのように学校用支出分の大 き

な場合 は特 に重要である。

④[何 がな され得るか]

研究ではノル ウェーの学校 の成績resuitateneを 改善す る解決策は見当た らない。 しか し、

良い学校godeskoler(goodschools)、 す なわち生徒 たちに特別 によい学習extraordinartgod

laeringを施す学校 が もっている共通の特徴 は既 に明 らかに され ている。良い学校 では校 長

と教員は授業 と学習 を学校の第1の 目的にしてお り、社会的背景 にかかわ らず生徒の専 門

性の進歩 を高 く期待 している。 また良い学校 には明確 な社会的 きま りspillereglerがあって

常 に実行 され、積極 的品行が報 われている。

研究は、教師が良い学校 を創 る最大要因であ ることを明示 してい る。良い教師は1年 間

に学生 を1年 半分進歩 させ るが、悪 い教師は1年 間に半年分 しか進歩 させない。良い教育

を受け、専門科 目と教育学 との正式資格 を有す ることは、いずれかの学校 で良い教 師に成

るために必要であるが十分条件ではない。良い教 師は、その上 に、全 く特別 な人格 的特徴

及び内的動因heltspeciellepersonligeegenskaperogmotivasjonを もっている。

更に、答えは、教授学的に理想 的な方法一現存 しないような方法によって は得 られない

であろう。 目標 に至 る道は多数であ り、かつ最近のノル ウェーの研究は、多 くの教師が ど

の教授学的方法 を用いるか に多 く、何が授業 の 目標 であるか には、よ り少 なくしか関わっ

ていない と示 している。研 究者の見解 では、学習形態 における多様 な活動か ら出るべ き結

果の想定が しばしば不 明確 である。そ うい う教師は、生徒へ の要求が不明瞭で正確 にフィ

ー ドバ ックす ることに抵抗的であ る
。それで生徒 は多 くの学習 の機会 を逃すのであ り、生

徒が 自分 たちの努力について間違って考えるの も尤 もである。

学校 では今 日、テーマ に基づ く学習及びプロジェク トに基づ く学習 など新方法が広 く使

われている。 しか し研究に よれば、多 くの教師 と生徒 はこれ らの授業方法 に熟達 していな

い。国際的研究諸文書 によれば、ノル ウェーの教師は授業戦略 を少 ししか自覚 してお らず、

そのため生徒 は学習戦略を少 ししか習得 していない、つ ま り学び方 を学 んで きてい ないの

である。生徒が 自分の学習 に責任 を負 うべ きだ と思われてい る事実 は、 しば しば教師 と学

校 の責任不問 に結 びついているようである。その場合、(教 師の一北川補足)努 力が少 な

い と直 ぐに、内的動機 と義務感に乏 しい生徒 を生 じるのは道理 であろう。
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研究 によれば、良い学校 が教員養成の改 革だけで創 られないことは明白である。先ず、

教職 は教師 に成 るための人格 的、専 門的 な最善の必要条件 を備 えた人を引 きつける魅力が

なけれ ばならない。 さらに、教師は常 に発展 しなければならない。その能力 の最善使用 の

ためには、彼 らの仕事場が明白な目標 と期待 を持 っていて 日々の仕事 において彼 らを支 え、

励 まし、誤 りを正 し、努力に報い る場で なければならない。それ故、学校 リーダー と学校

所有者skoleeiereは 、特 質開発kvalitetsutviklingen(developmentofquality)に おいて重要 な

役割 を果 たす。 国は学校財政、立法及び教 育課程 に よる全 国 目標 の設定並 びに地 方の参

加 ・発展 を強化す る全国的基礎構造infrastrukturを開発す る。

研究 は、生徒 の学習のためには学校 とコムーネに自ら最善 と思 うように組織す る自由を

与 える ことが好 ましいか もしれない こと、 しか し、国は目標malene(目 標、 目的、基準)

を定めて、全 国的な目標が各々の生徒、学校 、 コムーネ ・県 のため に達せ られるか どうか

を評価 で きるよう制度 を確保 しなければな らないことを示 している。教育研 究省 は、それ

故、 と りわけ今 日の法制度の単純化、 もっ と適切 な国の教育行政制度の創 設、特質評価及

び特質開発 のための全国制度の仕事 をしてゆ く。

結びに代 えて

上述本稿(九)に おいて見て きた限 りでは、ノルウェーの学校制度が多 くの平等主義 的

な優 れた性質を有 してい ることは、 中道 と右派の連立政権下 において も、否定 されていな

い。そ して94年 、97年 の教育改革路線 を全面的 に変更する方針 が大勢 となっている とも判

断 し難 い。 しか し、PIRLS、PISA等 の国際教育調査 の結果がス ウェーデ ンや フィンラン ド

と比べ て基礎的知識 ・技能が相対 的に低か った ことを切 っ掛 けにして、新 たな特 質kvalitet

を有す る生徒 を育成するべ きことを論拠 に国家、地方 自治体、学校 の各段 階での教育の 目

的ない し目標malの 明確化 、それ による教員の 日々の評価 ・管理を強化 しようとい う傾 向

が強まっているとい うのが、最近の ノルウェー教育 ・特 に基礎学校教育の傾 向であ る。

今後 の研 究課題は、一方で、前掲の基本文書 その他 によって、幼児教育、高等教育、成

人教育 も含めて広 く現代 ノルウェーの教育 の基本 を把握す ることである。

他方 、ある程度教育 のいずれかの領域 に絞 って、理念、価値観、方法、組織態様等、 ノ

ルウェーの教育に固有 の伝統 とその 自律 的発展 を中心 に見 てゆ くこ とも重要であろう。

今後 は当面、後者の観点か ら社会科、宗教/道 徳、生活指導 に重点 を置 いて、その構成

要因と して前者 も含めてゆ くこととしたい。

注

(注1)1814年 に は ノ ル ウ ェ ー 王 国 憲法 が採 択 され 、 こ の前 後 、 ノル ウ ェー 人 の 国 民 意 識 が 高揚 して い た 。
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(注2)

(注3)

(注4)

(注5)

(注6)

(注7)

(注8)

(注9)

(注10)

大 学 を 新 設 す る 運 動 も す で に 起 こ っ て お り、 財 源 難 を 口 実 に す る デ ン マ ー ク 政 府 の 消 極 性 を 克 服

し て1813年 か ら オ ス ロ 大 学Oslouniversitetetが 発 足 し た 。

"h
ovedkirke"は 、"principalparishchurch"の 意 味 。CD-rom版 ノ ル ウ ェ ー 語 英 語 辞 典:Engelskstor

ordbokmediFinger,2001,Kunskapsfbrlaget,H.Aschenhoug&CoA/SogGyldendalASA ,Oslo,2001

(以 下 、 「iFinger」 と 略 記 。)、 参 照 。

AnneWelle-Strand,NoNge-Skoleogutdanning,AschehougogGyldendalsStorenorskeleksikon1995-99 .

3rdedition.(2004/09/22http:〃www.storenorskeleksikon .no/default.aspx?。 以 下 、 こ のlnternetonline

事 典 を 「norske大 百 科 事 典 」 と 略 記 。)も 参 照 。

以 上 、 こ の 庶 民 学 校 法 に つ い て 、 前 稿 前 掲 の 松 崎 巌 「北 欧 教 育 史 』(1976年 、 講 談 社 。 以 下 、 出

典 注 記 で は 「松 崎 」 と 略 記 。)の 第4章 第3節 「デ ン マ ー ク 連 合 時 代 末 期 の ノ ー ル ウ ェ ー 教 育 」

378頁 、 及 び 、Jakhelln,Denhistoriskeutviklingavlcerernesarbeidsrettsligestilling(以 下 、 出 典 注 記

で は 単 に 「Jakhelln」 と略 記),KUF,NOU1995:18,Nylovgivningomopplaring ,VEDLEGG3,`6.

Almueskolevaesenet1827,1848091860,(http://odin.dep .no/ufd/norsk/publ/dok/utredninger%014005-

020002/dok-bn.html2004,11.12)、 参 照 。

次 に 、 こ の1827年 の 法 律 の 名 称 と 関 連 す る 法 律 等 の 名 称 の 邦 訳 に つ い て 述 べ て お く。

松 崎 氏 は 、 こ の1827年 法 を 「地 方 初 等 民 衆 学 校 法(Lovanngaaendeallumueskole眠senetpalandet

iNorge)」 と 記 し て い る 。Jakhellnで は 、`allmueskole'が`almueskole'と 表 記 さ れ て い る 。 な お 、

`
anngaaende'は 、`om'と 同 じ く英 語 の`conceming'の 意 味 で あ る 。`allmue'は 、`1)commonpeople

,

plebeians,plebs.2)(folkpalandet,smabonder)peasants,peasantry'の 意 味 で あ り(iFinger)、 英 語 の

`

plebeian'は 「平 民;庶 民;下 賎 の 者 、 野 卑 な 者 」 の 意 味 で あ る(『 ロ ボ ワ ー ド ・ハ イ ブ リ ッ ド版 』

(CD-rom英 和 辞 典2002年 第2版 、 研 究 社 発 行 。 以 下 、 「ロ ボ ワ ー ド」 と 略 記)。 他 方 、`allmue'は

`
peuple,populaire,plebe'の 意 味 と も さ れ て い る(仏 語 一ノ ル ウ ェ ー 語 辞 典:Franskordbok,v.4.0,

Kunnskapsforlaget,1999)。 と も か く、`allmueskole`は 、 史 上 は 初 等 教 育 学 校 で あ っ た が 、 直 接 に は

「初 等 」 を 意 味 す る 語 を 含 ん で い な い 。

ま た 、 後 述 の よ う に ノ ル ウs一 教 育 史 上 、`folkeskole'の 語 が あ り、 こ れ も 「民 衆 学 校 」 の 訳 語

を 想 起 さ せ る 。 実 際 、松 崎 氏 は`folkeskole'に も 「初 等 民 衆 学 校 」 の 語 を 当 て て お り(松 崎382頁)、

1860年 の`allmueskolilandet'を 「農 村 初 等 民 衆 学 校 」 と し て い る 場 合 も あ る(同381頁)。

本 稿 は 紛 れ を 避 け て 、`allmueskole'ま た は`almueskole'に 「庶 民 学 校 」 の 語 を 当 て 、`allmueskale

ilandet'は 「地 方 庶 民 学 校 」 と す る 。 ま た 、`folkeskole'に は 、 こ の 制 度 発 足 当 時 の ナ シ ョ ナ リ ズ

ム の 高 揚 を 考 慮 し て 「国 民 学 校 」 の 語 を 当 て る 。

松 崎378頁 。

松 崎378-379頁 、 及 び(注3)前 掲Welle-Strand、 参 照 。 こ こ で 言 う 議 会 は`stortinget'で 独 立 後 の

ノ ル ウ ェ ー 国 会 と 同 じ語 。 「師 範 学 校 」 は`seminarer'で 、Trondenesの そ れ は`det{訪rstestatsseminar'

と さ れ て い る 。 な お 、`oppdragelse-ogundervisningslaere'の 訳 は 、 ひ と ま ず 松 崎 に 倣 う 。iFinger辞

典 で は`oppdragelse'に は`upbringing,education,breeding,manners'と あ り 、 育 児 、 しつ け 、 マ ナ ー

の 意 味 も含 ん で い る 。

松 崎379-380頁 。 な お 、 ノ ル ウ ェ ー で は 農 村 の 法 規 制 定 が 先 行 し て い た せ い も あ っ て 、1837年 の

統 計 で は 、 初 等 庶 民 教 育 の 児 童 不 就 学 は 地 方 で5%、 都 市 で は18%で あ っ た と い う 。

松 崎381頁 。 こ の 段 落 の 法 規 名 称 等 の ノ ル ウ ェ ー 語 表 記 は 、 前 掲Jakhellnに よ る 。

松 崎381頁 。 こ の 政 権 はVenstre単 独 内 閣 で 、 「1884年6月 に ノ ル ウ ェ ー は 北 欧 で 最 初 の 議 院 内 閣

制 へ の 道 を 拓 い た 」(大 島 美 穂 。 百 瀬 宏 ほ か 編 『北 欧 史 』1998年 ・山 川 出 版 社 、266-267頁)。

松 崎381-382頁 及 びJakhelln,`9,Folkeskoleloveneavl889'参 照 。 松 崎 氏 は 二 つ の 「部 分 」 か ら成 る

法 律 と し て い る が 、`lovene'は 、`lov'の 複 数 既 知 形 で あ り、 敢 え て 言 え ば 「2つ の 法 律 」 で あ る 。

な お 、`folkeskole'は 、 以 後1969年 ま で ノ ル ウ ェ ー の 基 礎 学 校 の 公 式 名 称`fra1889til19690ffisiell
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betegnelseforgrunnskole'(iFinger)で あ っ た 。

(注ll)松 崎381-385頁 、 及 び:Cakheiin(注10)前 掲 箇 所 。

(注12)松 崎365-366頁 、 、及び 、Jakhelln,`5.2Reformenav1809'.

(注13)、(注14)松 崎371-372頁 、372-374頁 。

(注15)Jakhelln,`8.Denhrayerealmendannelse1869'.以 下 、 「上 級 学 校 」 「上 級(普 通)教 育 」 等 の 語 の 邦

訳 、 用 例 は 、 松 崎 に 倣 う。

(注16)松 崎374頁 。 以 下 、 「小 学 校 」 の 教 育 史 的 用 語 は 分 明 で な い が 、 と り あ え ず 松 崎 に 従 う 。 な お 、 例

え ばhttp://www.museumsnett.no/bergenskolemuseum/dokumentasjon/skoler.php3?vis=24・ 参 照 。

(注17)松 崎374-376、Jakhelln,`11.Denh剛erealmenskolel896-1935'.

(注18)松 崎401頁 。

(注19)松 崎400-403頁 。Jakhelln,`6.Folkeskoleloveneav1936'.

(注20)iFingerに は 次 の よ う に あ る 。`riksmal:subst.n:1)officialnationallanguage,standardlanguage,2)

(norskkonservativbokmalsvariant)Riksmal'.

(注21)松 崎403頁 。 地 方 高 等 学 校 は1964年 の 高 等 学 校 法gymnaslovenに よ っ て 通 常 の 高 等 学 校(`gymnas'、

そ の 後`videregaendeskoler')に 移 行 し た(norske大 百 科 事 典)。

(注22)松 崎403-404頁 、Jakhelln,`15.Denhoierealmenskolefra1935'.

(注23)ValD.Rust,ThedemocraticTraditionandtheEvolutionofSchoolinginNorway,1989,GreenwoodPress,

NewYork,pp.235-236.

(注24)Oslo大 学 図 書 館 ホ ー ム ・ペ ー ジNorskutdanningshistorie,Enhet:PFI,ekspedisjonen@ped。uio.no(資

料 作 成2002.02.05.)

(注25)前 注 よ り後 の3段 落 の 記 述 に 関 し て は 、ValD.Rust,op.Clt.,pp.207-215、p.243、 及 び 、Norge-Skole

ogutdanning,norske大 百 科 事 典 、http:〃www.storenarskeleksikon.no/default.asp(2003.6.26)、 参 照 。

な お 、 継 続 学 校 に 関 し て は 、(注2)前 掲Engelskstorordbok、 参 照 。

(注26)AlfredOftedalTelhaug&NinaVolckmar,NorwegianEducationPolicyRhetoric1945-2000:education

philosophyinthepoliticalpartyplatforms,ScandinavianJournalofEducationalResearch,Vol.43,No.3,

1999.

(注27)http:〃www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=742

NorskLektorlagは 、`lektor'の 資 格 を 有 す る 教 員 の 労 働 組 合(2003年 現 在 組 合 員 約1200人)で あ

る 。lektorは 、 基 礎 学 校 、 高 等 学 校 、 国 民 高 等 学 校fblkehoyskole等 に お け る 教 員 の 資 格 で あ り 、

通 常 、4年 制 大 学 ま た は 短 期 専 門 大 学 で 哲 学 、 自 然 科 学 、 政 治 学 の 修 士 相 当 の 学 位`cand.philol.一,

sand.scient.-ellercand.polit.-grad'を 取 得 す る 等 、 学 科 教 育 能 力 に お い て`a(ijunkt'よ り も 上 級 の 専 門

教 育 能 力 を 認 め ら れ た 資 格 で あ る(norske大 百 科 事 典)。

(注28)TrondGiskeは 、Stoltenberg労 働 党 政 権(2000.05.17-2001.10.19)の 時 の 教 会 教 育 研 究 大 臣 で 労

働 党 教 育 政 策 の 若 い リ ー ダ ー(大 臣 就 任 時37歳)。

(注29)Sprangetinnidetnyeellerenhetsskolensbalsamering?NorskLektolag,http://www.norsklektorlag・no

/viewarticle.php?id-292(2004.10.14。2004年10月28日 現 在)。

(注30)http:〃odin.dep.no/ufd/engelsk/publ/rapPorter!bn.htm1(2004.ll.12)。 両 者 と もPDFフ ァ イ ル 保 存 が 可

能 。 以 下 、PDF-fileを 出 典 と す る 場 合 は 、 そ の プ リ ン ト ・ア ウ トに 付 さ れ て い る 頁 番 号 を 示 す 。

① の<Development>のPDF-fileは 全65頁 、 表 紙 に`lntemati・nalConferenceonEducation,Farty-sev-

enthsession,Geneva2004,NationalreportofNorway'と あ る 。 こ の 会 議 はUNESCOの`47thSessionof

thelnternationalConferenceonEducationtofocusonquality'で あ る 。

http:〃portal.unesco.org/en/ev.php-URL _ID=22452&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(2004.11.12現 在)、 参 照 。 ② のPDFフ ァ イ ル は 全54頁 で あ る 。

(注31)<Development>は 、 始 め か ら 英 文 で 書 か れ た と 見 ら れ る 。 ノ ル ウ ェ ー 語 のUtviklingeninorsk
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(注32)

(注33)

(注34)

(注35)

(注36)

(注37)

(注38)

utdanning2000-2004を 見 て もhttp:〃odin.dep.no/ufd/norsk/internasjonalt/samarbeid/045021-990097/dok-

bn.htmlに 、 こ の 表 題 の 下 で10行 く ら い の 説 明 が あ る だ け で 、 表 示 リ ン ク'Lesrapportenipdf--for-

mat'の 行 き着 く 先 は 結 局 、 英 文 で あ る 。 な お 、 こ の 文 書 は 、 題 目 ど お り 「2000年 一2004年 に お け

る ノ ル ウ ェ ー 教 育 の 発 展 」 を 内 容 と し て い る 。 英 文<Situation>が 提 出 さ れ た の と 同 じ2004年9月

のUNESCO教 育 国 際 会 議 に 提 出 さ れ た も の と 見 ら れ る 。UDFの 説 明 で は 、 後 記 のsr .mld.nr.3α

Kulturforluringを 基 本 と し た も の で あ る と さ れ て い る 。

発 行 時 期 は 、 こ の 英 語 縮 約 版 は 不 知 、 ノ ル ウ ェ ー 語 原 典 は2004年4月 。

51頁 。 こ の ③ 、 ④ と も ノ ル ウ ェ ー 語 版 がInter-net入 手 可 能 。 ③ の 英 文 版 は 全 文download可 能 。

http://www.stortinget.no/inns/inns-200304-268.html。 対 し てUDF報 告 はhttp://esop .no/esopsok.cgi?

applikasjon=lesop&spmaal=st.meld.nr.30+2003-2004+i+doktype+samme+saksnr#DokOO10

http://www.dep.no!filarkiv/182763/svb _versjon_2,juni_2003.pdf

② は 、 ノ ル ウ ェ ー 語 版 ⑦ の 翻 訳 で あ り 当 然 そ の 内 容 は ⑦ と 殆 ど 同 一 で あ る 。 逐 語 的 に 若 干 の 差 異

が み ら れ る場 合 、 原 語 版 を 優 先 考 慮 し た 翻 訳 ・縮 訳 に 努 め た 。

例 え ば 、 文 書 の 題 目 で 、 概 ね 、 ノ ル ウ ェ ー 語 の`5itusjonen'は 英 語 の`thesituations'、`beskrivelse'

は 英 語 の'description,account,specification'の 意 味(iFinger)。`grunnskole'は10年 制 の 義 務 教 育

学 校(実 際 上 大 半 の 場 合 は7年 制 の 小 学 校 と3年 制 の 中 学 校 に 分 立)を 指 し て お り 、

`
grunnopplaeringen'は 義 務 教 育 レ ベ ル の 「基 礎 教 育 」 を 想 起 さ せ る 。 と こ ろ が 英 文 題 目 に あ る

`P
rimaryandSecondaryEducation'は 後 期 中 等 教 育 も 含 ん だ 概 念 で あ る 。 ノ ル ウ ェ ー の 公 式 英 訳 文

書 で も前 期 中 学 教 育`10wersecondaryeducation'と 後 期 中 等 教 育`uppersecondaryeducation'と は 通

常 区 別 さ れ て い る 。

英 訳 版 の 序 言`Preface'は 、 ノ ル ウ ェ ー 語 版 と概 ね 同 じ で あ る 。

ノ ル ウ ェ ー 語 版 初 版 は2002年12月 に 出 さ れ て い る 。http:〃odin .dep.no/ufd/norsk/dok/dok!rap-

porter/045051-990021/dok-bn.htm'Skolenvedbest'で 検 索 す る と 上 記 のURLで 得 ら れ る 。 「表 紙 」 は

不 明 で あ る が 、 内 容 全 文 は2004年ll月24日 現 在 、 プ リ ン ト ・ア ウ ト で き る 。 初 版 の ノ ル ウ ェ ー 語

に よ る 序 言 の 題 目 は`Skolenvedbest'(英 訳 す る と"Theschoolwiththebest")で あ る 。 改 訂 は 内 容

全 体 に 亘 っ て い る 。

PISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment)に つ い て は 、 ① 文 部 科 学 省 、OECD生 徒 の

学 習 到 達 度 調 査(PISA)《2㎜ 年 調 査 国 際 結 果 の 要 約 》(http://www.mext.gojp/b _menu/toukei/001/index28.htm)

に あ る リ ン ク 「PDF版(日 本 語 概 要)」 等 、 ② 特 に 同 リ ン ク 中 の 「OECD版 国 際 報 告 書(英 語)」 、

③ 同 調 査 の 国 際 結 果 の 報 告 書(国 立 教 育 政 策 研 究 所 編 ・(株)ぎ ょ う せ い 発 行 、 等 、 参 照 。

PIRLSに つ い て は 、http://nces。ed.gov/surveys/pirls/等 、 参 照 。

本稿 は、下記 日本学術振興会科学研究費補助研究成果の一環 である。

「ノルウェーの社会科、宗教 ・道徳教育及び生活指導に関す る比較教育学的調査研究」

2003-2005年 度、基盤(c)(2)、 課題番号:15530524。
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